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税務訴訟資料 徴収関係判決 令和２年判決分（順号２０２０－１０） 

さいたま地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 滞納処分取消請求事件 

国側当事者・国（関東信越国税局長） 

令和２年３月１８日棄却・控訴 

   判     決 

原告         Ｘ 

被告         国 

同代表者法務大臣   三好 雅子 

処分行政庁      関東信越国税局長 

           栗原 一福 

同指定代理人     別紙指定代理人目録のとおり 

   主     文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

   事実及び理由 

第１ 請求 

関東信越国税局長が別紙物件目録記載の物置（以下「本件物置」という。）について平成３

０年２月５日付けでした担保物処分のための滞納処分による差押処分（以下「本件差押処分」

という。）を取り消す。 

第２ 事案の概要 

本件は、関東信越国税局長が、原告の滞納国税を徴収するため、原告から提供された担保不

動産に対する抵当権の設定後に当該担保不動産の内の一筆の土地上に築造された本件物置につ

いて本件差押処分をしたのに対し、原告が、滞納国税を徴収するためには当該担保不動産の差

押えで充分であるなどと主張して、本件差押処分の取消しを求めた事案である。 

１ 関係法令の定め 

別紙関係法令のとおり。 

２ 前提事実（当事者間に争いがないか、文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定す

ることができる事実） 

（１）相続税の申告及び延納許可 

ア 原告は、父である訴外Ａが平成７年３月●日に死亡したことに伴う相続開始に基づき、

平成７年１２月１１日、相続税の申告書を東松山税務署長（以下「東松山署長」とい

う。）に提出するとともに（乙１）、納付すべき税額５３３０万６１００円のうち１３０

万６１００円を現金で納付した上、残余の５２００万円について、相続税法３９条１項

の規定に基づき、延納を申請した（以下「本件延納申請」という。）（乙２）。 

イ 原告は、平成７年１２月、東松山署長に対し、東松山市●●の土地及び同所同地番上

の家屋番号●●の建物（以下「本件建物」という。）を本件延納申請に係る担保として提
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供する旨の担保提供書（乙３）及び抵当権設定登記承諾書（乙４）を提出した。 

ウ 東松山署長は、平成８年２月２７日、原告に対し、相続税法３９条２項及び３項の規

定に基づき延納を許可した（以下「本件延納許可処分」という。）（乙５）。これにより、

本件延納申請に係る相続税額５２００万円について、２０回に分割して延納が認められ、

分納税額は２６０万円、利子税は４．２パーセントとされた。なお、分納期限は毎年１

２月１２日（第１回分の平成８年１２月１２日から第２０回分の平成２７年１２月１４

日まで（原則は、１２月１２日であるが、土日の関係でその年によって若干ずれが生じ

る。））とされ、分納期限までに分納税額及び利子税を納付することになった。 

エ 東松山署長は、相続税法３８条４項の規定に基づき、原告の前記イの担保提供書記載

の土地及び建物を本件延納許可処分に係る担保として徴し、それぞれ浦和地方法務局

（現在のさいたま地方法務局）東松山支局へ抵当権設定の登記嘱託を行い、平成８年２

月２８日付けで抵当権設定の登記を経由した（乙６の１、６の４）。 

なお、担保として徴した東松山市●●の土地は、平成９年１月１４日、同所同●●、●

●及び●●（以下、分筆後の●●を「本件土地１」、同●●を「本件土地２」、同●●を

「本件土地３」という。）の３筆に分筆されたが、本件延納許可処分の担保のための抵当

権設定は本件土地２及び３に対しても承継されており、同日受付同一受付番号で抵当権

設定の登記がなされている（乙６の１から６の３まで）。 

（２）本件物置の築造 

原告は、平成９年頃、本件土地１の上に本件物置を築造した（乙７）。 

（３）延納条件の変更 

ア 原告は、平成２２年１２月１５日、東松山署長に対し、相続税法３９条２７項（平成

２４年号外法律１６号による改正以前のもの。現行相続法３９条３０項）の規定に基づ

き、本件延納許可処分に係る延納条件の変更（第１５回分の分納期限を、平成２２年１

２月１３日から平成２３年１２月９日へ分納期限の延長）を求めて、相続税延納条件変

更申請書を提出し、これに対し、東松山署長は、平成２３年１月２０日付けで、延納条

件の変更を許可した（乙８）。 

イ 原告は、平成２３年９月３０日、東松山署長に対し、前記ア記載の延納条件変更後の

本件延納許可処分に係る延納条件の変更（第１５回分の分納期限について、平成２３年

１２月９日から平成２４年１２月１０日へ、第１６回の分納期限について、平成２３年

１２月１２日から平成２４年１２月１１日へ分納期限の延長）を求めて、相続税延納条

件変更申請書を提出し、これに対し、東松山署長は、平成２３年１０月２６日付けで、

延納条件の変更を許可した（乙９）。 

（４）国税の滞納等 

ア 原告は、前記（３）イ記載の延納条件変更許可後の本件延納許可処分に係る第１５回

分の分納税額及び利子税並びに第１６回分及び第１７回分について、それぞれの分納期

限内に納付しなかった。 

イ 東松山署長は、平成２５年１月２５日付けで、原告に対し、前記アの未納となってい

る各分納税額及び利子税について、国税通則法３７条１項及び３項の規定に基づき、納

付を求める督促処分を行った（乙１０）。 

原告は、平成２５年３月２７日、本件延納許可処分に係る第１５回分の分納税額を納付
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し、同月２８日に延滞税を納付したが利子税は納付しなかった。 

ウ 第三者による差押え 

訴外東松山市長は、平成２５年９月１９日付けで、原告が滞納した市県民税、固定資産

税及び軽自動車税並びに滞納処分費を徴収するため、本件土地２及び３を差し押さえ

（乙１１）、その旨の登記がなされた（乙６の２、６の３）。 

エ 本件延納許可取消処分 

東松山署長は、前記ウのとおり、延納に係る担保物である本件土地２及び３に対して強

制換価手続が開始されたこと、並びに、既滞納国税及び本件延納許可処分に係る第１８

回分以降の分納税額の納付の見込みがないことを理由として、平成２５年１０月１７日

付けで、相続税法４０条２項に基づき、原告に対する本件延納許可処分の取消処分（乙

１２）を行った（以下「本件延納許可取消処分」という。）。 

東松山署長は、平成２５年１０月３１日付けで、原告に対し、本件延納許可取消処分に

係る本税額及び利子額について、国税通則法３７条１項及び３項の規定に基づき、納付

を求める督促処分を行った（乙１３）。 

オ 不動産に対する担保物処分のための差押処分等 

本件延納許可取消処分により本件延納許可処分に係る第１８回分以降の分納税額及び利

子税の納期限が平成２５年１０月１７日となったが、同納期限までに納付がなかったこ

とから、東松山署長は、別紙租税債権目録１記載の滞納国税（乙１４）を徴収するため、

平成２５年１１月１８日付けで、本件土地１及び本件建物については、国税通則法５２

条１項及び国税徴収法６８条の規定に基づき、担保物処分のための滞納処分による差押

え（乙１５）、本件土地２及び本件土地３については、東松山市長が先行して差し押さえ

ていたため、国税通則法５２条１項及び国税徴収法８６条の規定に基づき、担保物処分

のための滞納処分による参加差押え（乙１６）をし、同月２０日付けで登記を経由した

（以下「先行差押等処分１」という。）（乙６の１から６の４まで）。 

カ 徴収の引継ぎ 

関東信越国税局長は、平成２７年６月１８日付けで、国税通則法４３条３項の規定に基

づき、東松山署長から徴収の引継ぎを受けた。 

キ 関東信越国税局長は、平成２８年７月１日付けで、別紙租税債権目録２記載の滞納国

税を徴収するため（乙１７）、国税徴収法４７条１項１号及び同法６８条の各規定に基づ

き、本件物置を差し押さえ（乙１８）、同月５日付けで登記を経由した（以下「先行差押

処分２」という。）（乙１９）。 

ク 関東信越国税局長は、平成２９年１０月２３日付けで、先行差押処分２を解除し（乙

２０）、同年１０月２４日付けで登記を経由した（乙１９）。 

なお、解除理由については、後記（５）エによる。 

ケ 関東信越国税局長は、平成３０年２月５日付けで、別紙租税債権目録３記載の滞納国

税（以下「本件滞納国税」という。）を徴収するため（乙２１）、国税通則法５２条１項

及び民法３８９条の各規定に基づき、国税徴収法６８条１項及び３項に規定する各手続

により、本件物置について、担保物処分の差押えをし（本件差押処分。甲１、乙２２）、

同月６日付けで登記を経由した（乙１９）。 

（５）不服申立て等の経緯 
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ア 本件延納許可取消処分について 

原告は、本件延納許可取消処分を不服として、平成２５年１１月６日に異議申立てをし

たところ（乙２３）、異議審理庁は、平成２６年１月２２日付けで棄却の異議決定をした

（乙２４）。 

原告は、異議決定を経た後の本件延納許可取消処分に不服があるとして、平成２６年２

月１８日に審査請求をしたところ（乙２５の１、２５の２）、国税不服審判所長は、同年

１１月２５日付けで審査請求を棄却した（乙２６）。 

イ 先行差押等処分１について 

原告は、先行差押等処分１を不服として、平成２６年１月１５日に異議申立てをしたと

ころ（乙２７）、異議審理庁は、同年３月２８日付けで棄却の異議決定をした（乙２８）。 

原告は、異議決定を経た後の先行差押等処分１に不服があるとして、平成２６年４月２

３日に審査請求をしたところ（乙２９）、国税不服審判所長は、同年１１月２５日付けで

審査請求を棄却した（乙２６）。 

ウ 前訴について 

原告は、裁決を経た後の本件延納許可取消処分及び先行差押等処分１に不服があるとし

て、平成２７年５月２５日、さいたま地方裁判所に対し、延納許可取消処分等取消請求

事件を提起した（同庁平成●●年（〇〇）第●●号延納許可取消処分等取消請求事件）。

同裁判所は、平成２８年４月２７日、原告の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡

した。（乙３０） 

原告は、東京高等裁判所に対し、前記判決を不服として控訴した（同庁平成●●年（〇

〇）第●●号延納許可取消処分等取消請求控訴事件）。同裁判所は、平成２８年１０月２

０日、原告の控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。（乙３１） 

原告は、最高裁判所に対し、前記控訴審判決を不服として、上告申立て及び上告受理申

立てをした。同裁判所は、平成２９年３月１６日、上告棄却及び上告不受理決定をした

（最高裁判所平成●●年（〇〇）第●●号、同（〇〇）第●●号）。（乙３２） 

エ 先行差押処分２について 

原告は、先行差押処分２を不服として、平成２８年９月２６日に再調査の請求をしたと

ころ（乙３３）、再調査審理庁は、同年１２月６日付けで棄却の再調査決定をした（乙３

４）。 

原告は、再調査決定を経た後の先行差押処分２に不服があるとして、平成２８年１２月

２７日に審査請求をしたところ（乙３５）、国税不服審判所長は、平成２９年１０月１６

日付けで審査請求には理由があるとして、先行差押処分２の全部を取り消す旨の裁決を

した（乙３６）。 

オ 本件差押処分について 

原告は、本件差押処分を不服として、平成３０年４月２５日に再調査の請求をしたとこ

ろ（乙３７の１、３７の２）、再調査審理庁は、同年６月１４日付けで棄却の再調査決定

をした（乙３８）。 

原告は、再調査決定を経た後の本件差押処分に不服があるとして、平成３０年７月１１

日に審査請求をしたところ（乙３９）、国税不服審判所長は、平成３１年２月５日付けで

審査請求を棄却した（甲２）。 
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（６）本件訴えの提起 

原告は、令和元年８月１日、本件訴えを提起した。 

３ 争点及び争点に関する当事者の主張 

本件の主たる争点は、本件差押処分の適法性であり、この点に対する当事者の主張は、以下

のとおりである。 

（被告の主張） 

国税滞納処分（国税の担保の処分）においても民法３８９条の規定は適用されると解すべき

であり、本件土地１が平成７年３月●日相続開始に係る相続税の延納の担保として提供されて

抵当権が設定されたところ、当該抵当権の設定後に本件土地１上に本件物置が築造され、その

後、当該延納の許可が取り消され、関東信越国税局長は、本件土地１及び本件物置を一括して

公売に付すために担保権の実行として本件物置を差し押さえたのであるから、本件差押処分は、

国税通則法５２条１項及び民法３８９条の要件を充足している。 

したがって、本件差押処分は、適法である。 

（原告の主張） 

本件滞納国税を徴収するためには、本件土地１、２及び３並びに本件建物の差押えで充分で

あるから、本件差押処分は違法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（本件差押処分の適法性）について 

（１）民法３８９条１項は、抵当権の設定後に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とと

もにその建物を競売することができる旨を定めている。 

同項が設けられた趣旨は、土地に抵当権が設定され、その後その土地上に建物が築造さ

れた場合につき、土地と建物を一括競売してこれらを同一の買受人に取得させることを認

めることにより、競落人を得やすくし、また、建物所有者に相応の代価を得させ、さらに、

建物収去による社会経済的損失を回避する点にあると解される。 

しかるに、上記の趣旨が妥当することは、競売と公売とで異なるところはないから、国

税を担保するための抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、民

法３８９条１項の類推適用により、抵当地とともにその建物を公売することができると解

するのが相当である。 

これを本件についてみると、本件土地１は、平成８年２月２７日、平成７年３月●日相

続による相続税及び利子税を担保するための抵当権が設定され、平成８年２月２８日付け

で登記を経由し（前記前提事実（１）エ）、平成９年頃、本件土地１上に本件物置が築造さ

れている（前記前提事実（２））から、被告は、民法３８９条１項の類推適用により、本件

土地１とともに本件物置を公売することができる。 

以上によれば、本件土地１及び本件建物を一括して公売を付すために担保権の実行とし

てなされた本件差押処分は、適法というべきである。 

（２）原告は、本件滞納国税を徴収するためには、本件土地１、２及び３並びに本件建物の差押

えで充分であるとして、本件差押処分は違法である旨を主張する。 

しかしながら、前記のとおり、本件差押処分は、国税通則法５３条１項及び民法３８９

条１項の各規定に基づく担保権の実行として行われたものであって、国税通則法５２条４

項に規定されるような「担保として提供された財産の処分の代金を滞納国税及び処分費に
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充ててなお不足があると認める」ことを要件とするものではないから、原告の上記主張は、

本件差押処分の適法性を左右するものではない。 

２ 結論 

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について、

行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

さいたま地方裁判所第４民事部 

裁判長裁判官 谷口 豊 

裁判官 志村 由貴 

裁判官 坂口 奨太 
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（別紙） 

指定代理人目録 

河野 申二郎、大岡 仁、赤羽 洋幸、平島 善雄、原 克好、今井 篤、髙部 翔平、荻原 瑞穂、

鈴木 昭弘、坪谷 藤之、倉澤 正美、坂村 有香子、岩渕 裕介 

以上 
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（別紙） 

関係法令 

１ 国税通則法 

（１）３７条（督促） 

１項 納税者がその国税を第３５条（申告納税方式による国税の納付）又は前条第２項

の納期限（予定納税に係る所得税については、所得税法第１０４条第１項、第１０７条

第１項又は第１１５条（予定納税額の納付）（これらの規定を同法第１６６条（非居住

者に対する準用）において準用する場合を含む。）の納期限とし、延滞税及び利子税に

ついては、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」とい

う。）までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合

を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。 

１号 次条第１項若しくは第３項又は国税徴収法第１５９条（保全差押）の規定の適用

を受けた国税 

２号 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものと

されている国税 

２項 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の

納期限から５０日以内に発するものとする。 

３項 第１項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利

子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。 

（２）４０条（滞納処分） 

税務署長は、第３７条（督促）の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日か

ら起算して１０日を経過した日までに完納されない場合、第３８条第１項（繰上請求）の

規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収

法に定める場合には、同法その他の法律の規定により滞納処分を行なう。 

（３）４３条（国税の徴収の所轄庁） 

３項 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務

署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。 

（４）５２条（担保の処分） 

１項 税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限（第３８条第２項（繰上

請求）に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する

猶予に係る期限を含む。以下次条及び第６３条第２項（延滞税の免除）において同

じ。）までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納

税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保と

して提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納

処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税

を納付させる。 

４項 第１項の場合において、担保として提供された金銭又は担保として提供された財

産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務

署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人

がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執
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行してもなお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。 

２ 国税徴収法 

（１）４７条（差押の要件） 

１項 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差

し押えなければならない。 

１号 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して

１０日を経過した日までに完納しないとき。 

（２）６８条（不動産の差押の手続及び効力発生時期） 

１項 不動産（地上権その他不動産を目的とする物権（所有権を除く。）、工場財団、鉱

業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財

団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。）の差押は、滞納者に対する差押書の送

達により行う。 

３項 税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなけれ

ばならない。 

（３）８６条（参加差押えの手続） 

１項 税務署長は、第４７条（差押えの要件）の規定により差押えをすることができる

場合において、滞納者の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押えがされ

ているときは、当該財産についての交付要求は、第８２条第１項（交付要求の手続）の

交付要求書に代えて参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付してすることができ

る。 

２号 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 

２項 税務署長は、前項の交付要求（以下「参加差押え」という。）をしたときは、参加

差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押えを

した財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければな

らない。 

３項 税務署長は、第１項第２号に掲げる財産につき参加差押えをしたときは、参加差

押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。 

（４）８９条（換価する財産の範囲等） 

１項 差押財産（金銭、債権及び第５７条（有価証券に係る債権の取立て）の規定によ

り債権の取立てをする有価証券を除く。）又は次条第４項に規定する特定参加差押不動

産（以下この節において「差押財産等」という。）は、この節の定めるところにより換

価しなければならない。 

（５）９４条（公売） 

１項 税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。 

３ 相続税法 

（１）３８条（延納の要件） 

１項 税務署長は、第３３条又は国税通則法第３５条第２項（申告納税方式による国税

等の納付）の規定により納付すべき相続税額が１０万円を超え、かつ、納税義務者につ

いて納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場

合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定め
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る額を限度として、５年以内（相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算

の基礎となったものの価額の合計額（以下「課税相続財産の価額」という。）のうちに

不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額（以下「不動産等の価額」とい

う。）が占める割合が１０分の５以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税

額として政令で定める部分の税額については１５年以内とし、その他の部分の相続税額

については１０年以内とする。）の年賦延納の許可をすることができる。この場合にお

いて、延納税額が５０万円（課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合

が１０分の５以上である場合には、１５０万円）未満であるときは、当該延納の許可を

することができる期間は、延納税額を１０万円で除して得た数（その数に一未満の端数

があるときは、これを一とする。）に相当する年数を超えることができない。 

４項 税務署長は、第１項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納

税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が１００万円以下

で、かつ、その延納期間が３年以下である場合は、この限りでない。 

（２）３９条（延納手続） 

１項 前条第１項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めよ

うとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする

金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその

納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類とし

て財務省令で定めるもの（以下この条及び第４７条第２項において「担保提供関係書

類」という。）を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所

轄税務署長に提出しなければならない。 

２項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請

者及び当該申請に係る事項について前条第１項及び第２項の規定に該当するか否かの調

査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して３月以内に当

該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した

条件により延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が延納の許

可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるとき

は、その変更を求めることができる。 

３項 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該

許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面

により、これを当該申請者に通知する。 

３０項 延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件につ

いて変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財

務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出すること

ができる。 

（３）４０条（延納申請に係る徴収猶予等） 

２項 税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額（当該延納税額に係る利子税又は

延滞税に相当する額を含む。）の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該

延納税額に係る担保につき国税通則法第５１条第１項（担保の変更等）の規定による命

令に応じなかったとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法（昭和３４年法律
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第１４７号）第２条第１２号（定義）に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当

該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取

り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限

定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。 

以上 
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別紙「物件目録」「租税債権目録」 省略 


